
 

 

美瑛町の給与・定員管理等について（令和４年度） 

 

１ 総括 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

 （注）１ 職員手当には退職手当を含まない。 

    ２ 職員数については、令和３年４月１日現在の職員数である。また、任期付短時間職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度

任用職員を含まない。 

    ３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与費

は含まれていない。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

 

 

（注） １ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、

学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数。 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域

における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１+当該団体の地域手当支給率）/（１+国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。） 

３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。  
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区分 
住民基本台帳人口 

（令和 4年 1月 1日） 

歳 出 額 

Ａ 
実 質 収 支 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

（参  考） 

令和２年度の人件費率 

３年度 
人 

9,636 

千円 

12,025,509 

千円 

276,092 

千円 

1,335,264 

％ 

11.1 

％ 

11.5 

区分 
職員数  

Ａ 

給  与  費 

１人当たり給与

費 Ｂ／Ａ 

 （参考）類似団体平

均１人当たり給

与費 

給    料 職員手当 期末・勤勉手当 合計 Ｂ 

３年度 
人 

146 

千円 

507,335 

千円 

105,571 

千円 

202,178 

千円 

815,084 

千円 

5,583 

千円 

5,543 

(99.4) （99.4） （99.5） （98.4） 



（４）給与改定の状況 

  ①月例給 人事院勧告どおり 

  ②特別給 人事院勧告どおり 

 

（５）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

  ①給料表の見直し 

   [ 実施 ] 

  （給料表の改定時期）平成２７年４月１日 

  （内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日ま 

での）経過措置（現給保障）を実施。 

  ②地域手当の見直し 

  （支給割合）国基準１００分の２０、美瑛町１００分の２０（東京都特別区） 

  ③その他の見直し内容 

   管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施） 

 

２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１）職員の平均年齢、平均給料及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在） 

  ① 一般行政職 

区  分 

 

平均年齢 

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国ベース） 

美瑛町 38.9 歳 297,400 円 366,920 円 348,185 円 

都道府県 42.6 歳 320,171 円 411,612 円 361,937 円 

国  42.7 歳 323,711 円      ― 405,049 円 

類似団体 41.1 歳 298,110 円 344,602 円 327,858円  

  ② 技能労務職 

区  分 

 

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国ベース） 

美瑛町 44.6 1 257,600円 274,180円 259,600円 

都道府県 53.8 165 313,167円 367,801円 344,216円 

国 51.1 2,114 286,570円 ― 328,416円 

類似団体 51.3 3 277,304円 304,500円 293,290円 

③ 税務職 

区  分 

 

平均年齢 

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国ベース） 

美瑛町 38.0 歳 296,500 円 410,930 円 393,940 円 

都道府県 42.9 歳 311,339 円 387,314  円 353,175 円 

国 42.3 歳 353,566 円 － 429,738 円 

類似団体 38.3 歳 281,190 円 337,623 円 305,409 円 

④ 福祉職 

区  分 

 

平均年齢 

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国ベース） 

美瑛町 42.8 歳 292,100 円 333,357 円 315,843 円 

都道府県 40.6 歳 315,756 円 410,719  円 350,756 円 

国 44.0 歳 338,582 円 － 388,577 円 

類似団体 39.8 歳 275,510 円 309,397 円 293,114  円 

 

 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引き下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むと

されている。 



 ④ 医師 

区  分 

 

平均年齢 

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国ベース） 

美瑛町 58.1 歳 953,000 円 1,168,425 円 1,138,400 円 

都道府県 44.4 歳 453,376 円 970,012 円 822,879 円 

国 52.8 歳 507,742 円 － 840,532 円 

類似団体 51.7 歳 816,476 円 1,502,684 円 995,909 円 

 

⑤ 看護・保健職 

区  分 

 

平均年齢 

 

平均給料月額 

 

平均給与月額 

 

平均給与月額 

（国ベース） 

美瑛町 43.0 歳 324,600 円 395,614 円 382,190 円 

都道府県 40.6 歳 309,212 円 423,549 円 349,935 円 

国 47.7 歳 319,817 円 － 358,479 円 

類似団体 43.4 歳 305,886 円 358,782 円 323,939 円 

（注） １ 「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における各職種の職員の基本給の平均である。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などすべての諸手当の額を 

合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。また、「平均給与月額（国ベース）」は、 

国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じ 

ベースで再計算したものである。 

３ 国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額(国ベース)」の括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとし 

た場合の値(減額前)である。 

 

（２）職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在） 

 美瑛町 北海道 国 

一般行政職 
大 学 卒 182,200 円 182,200 円 182,200 円 

高 校 卒 150,600 円 150,600 円 150,600 円 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在） 

 経験年数 10～14年 経験年数 15～19年 経験年数 20～24年 経験年数 25～29年 

一般行政職 
大 学 卒 285,900円 328,100円 360,200円 387,400円 

高 校 卒 228,100円 299,600円 325,000円 362,600円 

    高校卒経験年数 10〜14年は在籍していない 

 

３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

（１）一般行政職の級別職員数の状況（令和４年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
１号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

６級 課長・局長 14 11.0％ 319,200 円 410,200 円 

５級 参事・課長補佐 18 14.2％ 289,700 円 396,000 円 

４級 課長補佐・次長・係長 21 16.5％ 264,200 円 389,000 円 

３級 係長・主任 33 26.0％ 231,500 円 350,000 円 

２級 主事 19 15.0％ 195,500 円 304,200 円 

１級 主事・主事補 22 17.3％ 146,100 円 247,600 円 

  

 



 

（２）国との給与表カーブ比較表（行政職（一））（令和４年４月１日現在） 
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国 10級（特に重要課長） 

国９級（課長） 

国８級（困難室長） 

国７級（室長） 
国６級（困難課長補佐） 

国５級（課長補佐） 

国４級（困難係長） 

国３級（係長） 

国２級（上級係員） 

国１級（係員） 

               
          

 美瑛町 （R４） 

国家公務員 （R４) 

町６級（課長） 
町５級（参事・困難課長補佐） 

町４級（課長補佐・困難係長） 

町２級（上級係員） 

町１級（係員） 

町３級（係長） 



（３）昇給への人事評価の活用状況 

令和 4年 4月 2日から令和 5年 4月 1日までにおける運用 
美瑛町 

管理職員 一般職員 

イ 人事評価を実施した ○ ○ 

 標準に加え、上位及び下位の区分も適用 ○ ○ 

 標準に加え、上位の区分も適用   

 標準に加え、下位の区分も適用   

 標準の区分のみ適用   

ロ  人事評価を実施していない   

 

 

４ 職員の手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

美  瑛  町 北  海  道 国 

１人当たり平均支給額（令和３年度） 

1,457千円 

１人当たり平均支給額（令和３年度） 

1,593千円 
― 

（令和３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

 2.55  月分   1.90  月分 

（1.45）月分   （0.90）月分 

（令和３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.55  月分   1.90  月分 

（1.45） 月分   （0.90）月分 

（令和３年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.55 月分   1.90  月分 

（1.45）月分   （0.90）月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職段階別加算  ５～１５％ 

・管理職加算    なし 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職段階別加算  ５～２０％ 

・管理職加算   １０～２５％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職段階別加算  ５～２０％ 

・管理職加算   １０～２５％ 

  （注） （  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

    ○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職） 

令和 3年度中における運用 
美瑛町 

管理職員 一般職員 

イ 人事評価を実施した ○ ○ 

 標準に加え、上位及び下位の成績率も適用   

 標準に加え、上位の成績率も適用   

 標準に加え、下位の成績率も適用   

 標準の成績率のみ適用 ○ ○ 

ロ  人事評価を実施していない   

 

（２）退職手当（令和４年４月１日現在） 

美  瑛  町 国 

勤続年数 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度 

自己都合 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.7090月分 

応募認定・定年 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

勤続年数 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度 

自己都合 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.709月分 

応募認定・定年 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

その他加算措置 定年前早期退職特例措置（2～45％加算） その他加算措置 定年前早期退職特例措置（2～45％加算） 

１人当たり平均支給額 - 千円 9,171千円    

  （注） 退職手当の１人当たりの平均支給額は、令和 3年度に退職した職員に支給された平均額である。 

（３） 地域手当（令和４年４月１日現在） 

支 給 実 績（3年度決算）        0 千円  

支給職員１人当たり平均支給年額（3年度決算）              0  円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

東京都特別区 20 ％ 0人           20％ 



（４）特殊勤務手当（令和４年４月１日現在） 

支給実績（令和３年度決算） 普通会計において該当なし 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和３年度決算）  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和３年度）  

手当の種類（手当数） ３種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

夜間看護業務手当 看護師 町立病院に勤務し、正規の勤務時

間による勤務の一部又は全部が深

夜において行われる１回の看護の

業務に従事したとき 

時間帯等に応じて１回 1,600 円

～7,300円 

緊急呼出手当 診療放射線技師 

臨床検査技師 

町立病院に勤務し、正規の勤務時

間以外の時間に呼出を受け、患者

の緊急検査業務に従事したとき  

１回につき 1,500円 

防疫等作業手当 医師 

看護師 

新型コロナウイルス感染症から町

民等の生命及び健康を保護するた

めに緊急に行われた措置に係る業

務に、職員が従事したとき 

1日につき 3,000円〜4,000円 

 

（５）時間外勤務手当（普通会計決算） 

支給実績（令和２年度決算） 22,761,520円 

支給職員１人あたり平均支給年額（令和２年度決算） 214,731円 

支給実績（令和３年度決算） 28,750,376円 

支給職員１人あたり平均支給年額（令和３年度決算） 268,695円 

 

（６）その他の手当（普通会計決算） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異動 

支 給 実 績 

（令和３年度決算） 

支給一人当たり 

平均支給年額 

（令和３度決算） 

扶養手当 

・子 10,000円 

・子以外の扶養親族 6,500円  

※特定期間にある子 １人 5,000円加算 

同じ 16,484千円 238,899円 

住居手当 

・借家の場合（家賃が月額 12,000円を超える者に

限る）家賃の金額に応じて、27,000円を限度に支

給 

・自己所有住宅の場合 7,000円 

異なる 

 

自宅所有 

の場合なし 

17,946千円 167,715円 

通勤手当 

・交通機関利用者  運賃等相当額 

・自動車等利用者 

 片道 2㎞以上で距離に応じて支給 

同じ 736千円 66,890円 

宿日直手当 

・宿日直勤務１回につき 4,200円 

 ５時間以内の勤務   2,100円 

・町立病院における宿日直勤務は別規定 

同じ 0千円 0円 

管理職手当 

・課長     52,000円/月 

・参事     42,000円/月 

・課長補佐職  32,000円/月 

異なる 

支給割合 
21,039千円 489,284円 

管理職員特別勤務手当 

・管理職員が臨時又は緊急の必要、公務の運営の

必要により週休日等に勤務した場合 

・課長職等    6,000円/月 

・課長補佐職等  4,000円/月 

・６時間超の場合は 150/100を乗じて得た額 

異なる 

支給額区分 
316千円 22,554円 

寒冷地手当 

・世帯主である職員 

 扶養家族のある職員 26,380円 

 扶養家族のない職員 14,580円 

・その他の職員    10,340円 

（ただし、寒冷地手当に関する経過措置あり。毎

年１１月から翌年３月までの間で支給） 

同じ 13,491千円 97,764円 

※ 満 15歳に達する日後の最初の４月１日から、満 22歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間  



５ 特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在） 

区   分 報  酬  月  額  等 

給 

料 

町長 

副町長 

810,000円 

640,000円 

（参考）類似団体における最高／最低額 

860,000円 ／ 360,500円 

700,000円 ／ 471,000円 

報 

酬 

議長 

副議長 

議員 

300,000円 

240,000円 

200,000円 

400,000円 ／ 230,000円 

314,000円 ／ 182,000円 

290,000円 ／ 155,800円 

期
末
手
当 

町長 

副町長 

（令和３年度支給割合） 

4.45月分（役職加算 15％） 

議長 

副議長 

議員 

（令和３年度支給割合） 

4.45月分（役職加算 15％） 

 

退
職
手
当 

町長 

副町長 

（算定方式）退職期の報酬月額×支給割合×在職期間 

給料月額×5.126×在職期間 

給料月額×3.234×在職期間 

（１期の手当額） 

16,608千円 

8,279千円 

（支給時期） 

任期毎に支給 

任期毎に支給 

備考  

 （注）１ 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の報酬月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手

当の見込額である。 

 

６ 職員数の状況 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由                                   （各年４月１日現在） 

区  分 

部  門 

職  員  数 対 前 年 

増 減 数 
主  な  増  減  理  由 

令和３年 令和４年 

普 

通 

会 
計 

部 

門 

一 

般 
行 
政 

部 

門 

議会 

総務 

 

税務 

農林水産 

商工 

土木 

民生 

 

衛生 

 

３ 

３２ 

 

９ 

１５ 

９ 

１６ 

２０ 

 

１６ 

 

３ 

３３ 

 

１０ 

１５ 

１１ 

１７ 

２１ 

 

１３ 

 

 

１ 

 

  １ 

 

２ 

１ 

１ 

 

▲３ 

 

 

移住定住推進業務の増（１） 

 

欠員補充（１） 

 

観光業務の増（２） 

水道事業との配置調整（１） 

心理士の配置（１） 

 

新型コロナ関連業務見直しによる減（▲３） 

計 １２０ １２３ ３ 

〈参考〉 

人口１万当たり職員数 128人 

（類似団体の人口１万当たりの職員数 138.85人） 

教育部門 ２６ ２３ ▲３ 事務の統廃合による減（▲３） 

小   計 １４６ １４６  

〈参考〉 

人口１万当たり職員数 151.94人 

（類似団体の人口１万当たりの職員数 166.13人） 
公
営
企
業
等 

会
計
部
門 

病院 

水道 

下水道 

その他 

６２ 

３ 

２ 

０ 

６０ 

２ 

３ 

０ 

▲２ 

▲１ 

１ 

 

欠員不補充（▲２） 

土木事業との配置調整（▲１） 

業務量の増（１） 

小   計 ６７ ６５    

合   計 
２１３ 

〔２７７〕 

２１１ 

〔２７７〕 

▲２  

〔   〕 

〈参考〉 

人口１万当たり職員数 219.59人 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数である。 

    ２ 〔   〕内は、条例定数の合計である。 

  



（２）年齢別職員構成の状況（令和４年４月１日現在） 

 

区 分 
20歳 

未満 

20歳 

～  
23歳 

24歳 

～  
27歳 

28歳 

～  
31歳 

32歳 

～  
35歳 

36歳 

～  
39歳 

40歳 

～  
43歳 

44歳 

～  
47歳 

48歳 

～  
51歳 

52歳 

～  
55歳 

56歳 

～  
59歳 

60歳 

以上 
計 

職員数 ２ １８ １５ １９ １８ ２４ ２５ ２９ ２９ １９ ９ ４ ２１１ 

 

（３）職員数の推移 

   定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要                   （各年４月１日現在） 

年 度 

部門別 
平成３０年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 

過去５年間の増減数 

（率） 

一般行政 １２４ １２２ １２０ １２０ １２３ ▲１（▲0.8％） 

教  育 ２０ ２３ ２６ ２６ ２３ ３ (15.0％） 

普通会計計 １４４ １４５ １４６ １４６ １４６ ２ （1.4％） 

公営企業 ６５ ６６ ６７ ６７ ６５ ０ （0.0％） 

計 ２０９ ２１１ ２１３ ２１３ ２１１    ２ （0.95％） 

  （注）１ 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数 
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７ 公営企業職員の状況 

（１）水道事業 

  ① 職員給与費の状況 

   ア 決算 

区 分 総 費 用 

Ａ 

純損益又は 

実質収支 

職員給与費 

Ｂ 

総費用に占める 

職員給与費比率 Ｂ／Ａ 

（参考）令和２年度の総費

用に占める職員給与比率 

３年度 
千円 

279,946 

千円 

1,877 

千円 

18,008 

％ 

6.4 

％ 

6.7 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含まない。 

２ 職員数については、令和４年３月３１日現在の人数である。また、任期付短時間職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年

度任用職員を含まない。 

    ３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、会計年度任用職員の給与

費は含まれていない。 

 

 ② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和４年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

美瑛町 38.8  歳 307,925 円 467,303円 

団体平均 45.5 歳 335,492 円 501,390円 

事業者 ―  歳  ―  円 

   （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 ③ 職員の手当の状況 

   ア 期末手当・勤勉手当 

美  瑛  町 団 体 平 均 

１人当たり平均支給額（令和３年度）  1,208 千円 １人当たり平均支給額（令和３年度）  1,522 千円 

（年度支給割合）   期末手当     勤勉手当 

2.55  月分   1.90  月分 

  

（加算措置の状況）職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職段階別加算  ５～１５％ 

・管理職加算    なし 

  

  イ 退職手当（令和４年４月１日現在） 

美  瑛  町 国 

勤続年数 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

自己都合 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.7090月分 

応募認定・定年 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

勤続年数 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

自己都合 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.7090月分 

応募認定・定年 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

 

  ウ 時間外勤務手当 

支給実績（令和２年度決算） 610,792円 

支給職員１人あたり平均支給年額（令和２年度決算） 305,396円 

支給実績（令和３年度決算） 910,732円 

支給職員１人あたり平均支給年額（令和３年度決算） 455,366円 

区分 
職員数  

(A) 

給  与  費 １人当たり給

与費(B/A) 給    料 職員手当 期末・勤勉手当 合計 (B) 

３年度 
人 

2 

千円 

8,731 

千円 

1,900 

千円 

2,490 

千円 

13,121 

千円 

6,561 



  エ その他の手当 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度 

との異動 

支 給 実 績 

（令和３年度決算） 

支給一人当たり 

平均支給年額 

（令和３年度決算） 

扶養手当 

・子 10,000円 

・子以外の扶養親族 6,500円  

※特定期間にある子 １人 5,000円加算 

同じ 0千円 0千円 

住居手当 

・借家の場合（家賃が月額 12,000円を超える者に

限る）家賃の金額に応じて、27,000円を限度に支

給 

・自己所有住宅の場合 7,000円 

異なる 

 

自宅所有 

の場合なし 

358千円 179千円 

通勤手当 

・交通機関利用者  運賃等相当額 

・自動車等利用者 

 片道 2㎞以上で距離に応じて支給 

同じ   0千円   0千円 

管理職手当 

・課長     52,000円/月 

・参事     42,000円/月 

・課長補佐職  32,000円/月 

異なる 

支給割合 
504千円 504千円 

寒冷地手当 

・世帯主である職員 

 扶養家族のある職員 26,380円 

 扶養家族のない職員 14,580円 

・その他の職員    10,340円 

（ただし、寒冷地手当に関する経過措置あり。毎

年１１月から翌年３月までの間で支給） 

同じ 146千円 73千円 

 ※ 扶養親族たる子のうち満 15歳に達する日後の最初の４月１日から、満 22歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間 

 


